
公的扶助に関する情報（州別） ここに掲載された情報は連邦政府の管理する公的扶助

情報のウェブサイト、Benefit.govから抜粋されたものです。https://www.benefits.gov/ 
  

アラバマ州 

 

(1) Alabama ALL Kids-Children’s Health Insurance Program (ALL-Kids) ALL Kids は、ア

ラバマ在住の子供たちに低価格の保険を提供するプログラム。対象はメディケイドではカ

バーされないものの、収入が連邦政府の指定する貧困レベルの300％未満の家庭の子供た

ちとなる。定期健診、予防接種、医者による診療、処方せん、歯科・眼科診療、病院、心

のケア、薬物乱用治療が対象となる。別途のサービスが必要な子供の場合、追加の医療も

可。ALL-Kids はAlabama Department of Public Health によって運営されている。 

申し込み：https://www.alabamapublichealth.gov/allkids/how-to-apply.html又は地域の

Department of Public Healthの事務所 

問い合わせ：http://www.adph.org/allkids又は1-888-373-5437 
 
 
(2) Alabama Family Assistance：当プログラムでは18歳未満を扶養している家庭（高校課

程終了後の教育を受けている場合には19歳未満）で、所得が当局が定める基準を超えない

世帯を補助する。 

申し込み：https://dhr.alabama.gov/wp-content/uploads/2019/10/DHR-FAD-690.pdf又は地域

のDepartment of Public Healthの事務所 
問い合わせ：(334) 242-1950  

https://dhr.alabama.gov/contact/#family%20assistance 
   

 

(3) Alabama Food Assistance Program (SNAP): Food Assistance Division が運営する

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)では、低所得世帯に対する食料品不足をなく

し、栄養需給を向上させるため、資格を満たす家庭に健康維持に必要な食料を買うための補助

金を月ごとに支給する。受給資格と受給額は、収入と世帯規模をもとに、連邦政府Department 

of Agriculture (USDA) のFood and Nutrition Serviceが定める規定に順ずる。 

申し込み: https://mydhr.alabama.gov/又は地域のCounty Department of Human Resources 
(DHR) office  

問い合わせ：https://dhr.alabama.gov/food-assistance/food-assistance-division-contacts/ 



 電話：334-242-0143又は1-800-382-0499  
 

(4) Alabama Head Start and Early Head Start : アラバマのヘッド・スタート・プログラム

（3歳から5歳児むけ）とアーリー・ヘッド・スタート・プログラム（妊婦、乳児、幼児む

け）は、教育面、健康面、栄養面、社会サービス面で低所得世帯の子供たちが学校で対応

できるように備えるサービス。親は、主たる教育者そして当プログラムを管理する参加者

として大きな役割を担う。ヘッド・スタートとアーリー・ヘッド・スタートの両プログラ

ムは、字を覚える前と覚える時期の両方の体験をさまざまな文化的環境で行うようにして

いる。親は、保育を含む社会的サービスを受けることができる。当サービスは、否定住者

や季節労働に従事する人々にも提供される。 

申し込み：https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/programs/article/head-start-programs 
問い合わせ：https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/contact-us 
 

 
(5) Alabama Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) ：低所得世帯向け光

熱費補助のプログラム。U.S. Department of Health and Human Services を通じてアラバマに

割り当てられた補助金が財源となっている。 

申し込み：1-800-392-8098に電話し地域のCommunity Action Agencyの問い合わせ先を

確認 

問い合わせ: https://www.acf.hhs.gov/ocs/map/liheap-map-state-and-territory-contact-
listing#AL_5213 
 

  
(6) Medicaid（医療保険） 

低所得世帯を対象とした、連邦政府、州政府、カウンティの財源を基とする健康保険プ

ログラム。子供、高齢者、目の不自由な人、障がい者及び連邦政府の低所得者補助の受給

者を含むアラバマの低所得者向け医療・保健関係ではアラバマ最大のサービス。 

申し込み・問い合わせ：https://medicaid.alabama.gov/CONTENT/3.0_Apply/ 
又は電話：1-800-362-1504  

 

 
(7) Alabama School Breakfast and Lunch Programs(学校での朝食・昼食サービス・プログ

ラム)  



低所得世帯の学校に通う子供たちへの栄養摂取のためのプログラム。放課後、スナック

を提供する学校もある。 

申し込み： https://www.benefits.gov/benefit/1870 
問い合わせ：Alabama Child Nutrition Program 

電話 334-242-1988  
 
 
(8) Alabama Special Milk Program (ミルク供給プログラム)  

学校（一部のチャイルドケア、キャンプを含む。）に通う低所得世帯の子供にミルクを

提供するためのプログラム。学校によっては、プログラムに参加していないところもあ

る。 

申し込み：各学校で取り扱い。 

問い合わせ：Alabama Department of Education, Child Nutrition Office in Montgomery : 電
話：334-242-8249又はhttps://www.alabamaachieves.org/child-nutrition-programs/school-
nutrition-programs/ 
 

 
(9) Alabama Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and 
Children (WIC) (女性・乳児・幼児のための栄養支援プログラム)  

ＷＩＣでは栄養補助食品、栄養に関する教育、医療機関への紹介を、栄養上問題のある

と医療の専門家が判断した低所得世帯の女性（妊婦、授乳する母親、産後の母親）、乳

児、5歳までの幼児に対し無料で提供する。 

申し込み：https://www.alabamapublichealth.gov/wic/apply.html 
問い合わせ：Alabama Department of Public Health 

https://www.alabamapublichealth.gov/wic/ 
電話 1-888-942-4673  

 
 
(10) Alabama Summer Food Service Program (SFSP) （就学する子供たちに対する夏休み中

の食料補助） 
就学する低所得世帯の子供たちに対する食費の補助。学校のない夏休みの間、栄養を十

分に摂取するための補助。申し込み：連邦政府のサイトでアラバマ州の担当部署を確認し、

申し込む。https://www.benefits.gov/benefit/1700 



問い合わせ Alabama Child Nutrition Program website for additional information 
https://www.alabamaachieves.org/child-nutrition-programs/ 

  
 
(11) Alabama Unemployed Insurance (失業保険)  

州の定める基準を満たした、非のない理由により失業した人に対する保険。 

申し込み・問い合わせ： Initial Claims Line : 電話 1-866-234-5382 又は

https://labor.alabama.gov/ 
 
 
(12) Alabama Weatherization Assistance Program (省エネ補助プログラム) 
「Weatherization」とは「家のエネルギー効率を向上させる」こと。アラバマでは、所得基

準による受給資格のある世帯に対し省エネのための住居の改造を支援している。改造には

断熱材の設置、コーキング、窓・ドアの修繕などの修理・改造を行う。屋根裏も対象で、

必要があれば断熱材を入れることになる。また、ほかに必要な省エネができるかもチェッ

クされる。Alabama Department of Economic and Community Affairs (ADECA) が州内各所に

ある Community Action Agencies を通じて所管している。 

申し込み：https://adeca.alabama.gov/weatherization/ 
Alabama Department of Economic and Community Affairs：電話 334-242-4909  


